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第１章 基本計画の概要              

 

1-1．基本計画策定の目的 

本市では、平成２４年９月に「高松市上下水道事業基本計画」を策定し、その後、２８年

３月に同計画を見直し、「高松市上下水道事業基本計画-改定版-」を策定することにより、

上下水道事業の適切かつ健全な経営に取り組んできましたが、３０年４月、水道事業の香川

広域水道企業団への移管に伴い、下水道事業部門を都市整備局に下水道部として新設し、下

水道事業を実施しています。 

また、国においては、平成２６年７月「新下水道ビジョン」の公表により、下水道の使命

を達成するための中長期的な目標と施策が明確化され、かつ、２８年１月「「経営戦略」の

策定推進について」により、地方自治体に対し、下水道事業を含む公営企業が将来にわたり

サービス提供を安定的に継続するため、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の策

定を要請しています。 

これらの背景と併せて、今後、施設の老朽化や大規模災害、人口減少社会の到来など様々

な下水道事業を取り巻く環境の変化に対応するとともに、下水道施設の維持管理の効率化、

浸水対策など、本市の課題を解決し、かつ、市民生活を支える重要なライフラインとして、

持続可能な下水道事業の運営を推進するため、「高松市下水道事業基本計画（仮称）」を策定

するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・H26 年度「新下水道ビジョン」公表 

・H27 年度「経営戦略」策定を要請（総務省） 

 

・県内水道事業の広域化 

・施設の老朽化及び人口減少社会の到来 

・局地的豪雨などにより発生する浸水被害 

                  など 

高松市下水道事業基本計画（仮称）の策定 

国の動き 本市の下水道事業を取り巻く状況の変化 

本市下水道事業の現状と課題 

【計画策定の目的】 
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1-2．基本計画の位置付け 

本計画は、本市の第６次高松市総合計画の分野別計画の一つとして、「高松市都市計画マ

スタープラン」、「高松市多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画」、「高松市立地適

正化計画等」とその他の行政計画との整合を図るとともに、国の「新下水道ビジョン」、香

川県の「第4次香川県全県域生活排水処理構想」等の関連計画を踏まえて策定し、本市下水

道事業の総合的な計画として位置付けるものです。 

また、本計画は、住民生活に重要なサービス提供を安定的に継続することが可能となるよ

う、国が自治体に対し策定を要請している「経営戦略」を兼ねた計画とします。 

なお、本計画の策定に当たっては、「高松市上下水道事業基本計画（平成28年3月改定）」

を基本的に引き継ぐこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連計画（高松市下水道事業関係）
・第４次高松市生活排水対策推進計画

・高松市下水道事業計画

・高松市下水道ストックマネジメント計画

・高松市下水道総合地震対策計画

・高松市下水道事業財政収支計画

・高松市下水道事業業務継続計画

●関連計画（高松市）
・高松市都市計画マスタープラン

・高松市多核連携型ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ｴｺｼﾃｨ推進計画

・高松市立地適正化計画

・高松市水環境基本計画

・第8次高松市行財政改革計画

・高松市地域防災計画 など

高松市下水道事業基本計画（仮称）
※経営戦略を兼ねた計画

●香川県の計画
・第４次香川県全県域生活排水処理構想

・備讃瀬戸海域流域別下水道整備総合計画

●国の計画
・新下水道ビジョン

・新下水道ビジョン加速戦略

●上位計画（高松市）
・第6次高松市総合計画

（第３期まちづくり戦略計画）

【計画の位置付け】 
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1-3. 計画期間 

 本計画の計画期間は、様々な社会情勢の変化に柔軟に対応し、かつ、中長期的な下水道事

業運営の方針を示すため、また、経営戦略を兼ねた計画とすることから、令和2年度から11

年度までの10年間とします。 

 なお、計画前期の最終年度（令和６年度）に、中間見直しを実施します。 

 

 

1-４. 基本計画策定の効果 

 本計画では、下水道事業の現状を整理した上課題を抽出し、社会情勢への対応や、それら

に対する目標及び指標を設定しています。計画の策定により、次のような効果が得られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果１  多岐にわたる課題に対応した下水道事業の運営方針を明らかに
します。 

 課題に対する目標を定め、具体的取組と数値化した指標に基づく下水道事業

の運営方針を明らかにします。 

効果２  将来を見据えた下水道事業の運営方針を明らかにします。 

 人口減少などの様々な社会情勢の変化に対応した、安定的かつ効率的な下水

道事業の運営方針を明らかにします。 

効果３  市民の皆さまに見える下水道事業の運営方針を明らかにします。 

 課題に対する目標設定、財政収支見通しなど、市民の皆さまにとって、わか

りやすい下水道事業の運営方針を明らかにします。 

見直し（Ｈ27） 

見直し（R6） 

【計画期間】 
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第２章 下水道事業の現状と課題  

 

 

  



6 

第２章 下水道事業の現状と課題          

 

2-1．下水道事業の現状 

  

（１）本市における下水道のこれまでの歩み 

本市の下水道は昭和７年６月に基本計画の許可を国に申請し、

翌８年２月に築造許可を得ました。昭和 30 年 11 月には、第１

期拡張事業認可(市中心部 882.8ha)を得て事業に再着手し、現在、

この区域の整備は、ほぼ完了しました。 

その後、周辺地域では市街地が進展し、下水道整備が急務とな

り、昭和 49 年５月に市街化区域全域（4,450ha）を対象とした

下水道の都市計画決定を行い、50 年 12 月に第２期拡張事業認

可（2,514ha）を得て東部処理区の下水道事業に着手しました。  

 

平成 13 年８月には、香東川流域下水道・香

東川浄化センターが運転開始され、このことを

受け、福岡下水処理場の処理機能を停止(中部処

理区を東部処理区に統合)しました。 

平成 16 年度には、西部処理区の未整備地区

（581.4ha）について事業認可を取得し、17 年

から下水道事業に着手しました。 

  

平成 17 年９月 26 日に塩江町と、また、18 年１月 10 日には牟礼町、庵治町、香川

町、香南町、国分寺町と合併し、下水道事業を引き継ぎました。また、23 年４月１日に

は、下水道事業への地方公営企業法の全部適用にあわせ、上下水道部門の組織を統合し、

上下水道局が発足しました。  

平成28年４月１日には、香川県から香東川流域下

水道の移管を受け、単独公共下水道に編入しました。 

平成 29 年４月１日には、汚水処理施設共同事業

（ＭＩＣＳ）について、東部下水処理場でし尿等の

受入れを開始しました。 

平成 30 年４月１日には、水道事業の広域化に伴う

上下水道組織の分離により、下水道事業を高松市都市 

整備局に編入し、地方公営企業法の一部適用（財務規定等）となりました。 

下水道工事・昭和初期 

建設当時の福岡下水処理場 

中部バイパス第 2 幹線 
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（２）本市の地域別による下水道種別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①東部処理区（公共） 

旧高松市は、古くから環境衛生の整備に力を注ぎ、

昭和 8 年、現在の中心市街地の一部について下水道

事業に着手しました。そして、30 年には計画区域を

拡張・福岡下水処理場を計画し、40 年に汚水処理を

開始、45 年度に処理能力 4 万㎥／日の施設（福岡

処理場）が完成しました。 

平成 13 年には香東川浄化センターの処理開始に

伴い福岡下水処理場を廃止し、処理機能を東部下水

処理場に統合しました。 

なお、30 年 4 月 1 日時点で東部下水処理場の再

生処理施設から 58 施設へ再生水を供給しています。 

 

②牟礼処理区（公共・特環） 

平成 18 年 1 月 10 日に旧高松市と合併した

旧牟礼町は、昭和 46 年から下水道事業に着手

し、49 年には終末処理場の建設を開始、54 年

10 月に第 1 期工事部分の供用及び西部地区の

一部の処理を始めました。 

平成 9 年には特定環境保全公共下水道事業に

着手し、11 年 4 月に供用開始（牟礼浄化苑で処

理開始）しています。 

なお、30 年 4 月１日時点で牟礼浄化苑の再

生処理施設から６施設へ再生水を供給していま

す。 

 

東部下水処理場 

牟礼浄化苑 

公共下水道 単独公共下水道（東部、牟礼、西部） 

特定環境保全公共下水道（牟礼、庵治、西部） 

農業集落排水 （流域下水道） 

東部下水処理場 
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③庵治処理区（特環） 

平成 18 年 1 月 10 日に旧高松市と合併した旧

庵治町は、公共用水域の保全と生活環境整備を目

的として、昭和61年度に下水道基礎調査を実施、

63 年度に特定環境保全公共下水道基本計画を策

定し、平成 2 年度には事業認可を受け、3 年度か

ら下水道事業に着手し、12 年 1 月に供用開始し

ています。 

 

 

④西部処理区（公共） 

昭和 49 年度に市街化区域全体を中部、東部、

西部処理区に分けた公共下水道全体計画を策定し、

そのうち西部処理区については、平成 4 年度の香

東川流域下水道事業の着手を受け、5 年度から関

連公共下水道事業として管きょ整備に着手し、13

年 8 月に香東川浄化センターでの処理が開始され

ました。 

 

⑤旧塩江町（特環） 

平成 17 年 9 月 26 日に旧高松市と合併した旧塩江町は、観光資源である温泉郷がある

観光地であり、下水道事業は、流域関連特定環境保全公共下水道として、13 年度に事業認

可を受け下水道整備に着手し、18 年度に一部供用開始しています。 

 

⑥旧香川町（公共） 

平成 18 年 1 月 10 日に旧高松市と合併した旧香川町は、3 年度から都市下水路事業に

着手し、平成 5 年度に都市計画決定、都市計画法及び下水道法の事業認可を受け、公共下

水道事業に着手し、13 年 10 月に一部供用を開始しています。 

 

⑦旧香南町（特環） 

平成 18 年 1 月 10 日に旧高松市と合併した旧香南町は、流域関連特定環境保全公共下

水道として、5 年度に下水道法の事業認可を受け、6 年度から工事に着手しており、13 年

8 月に一部供用を開始しています。 

 

⑧旧国分寺町（公共） 

平成18年1月10日に旧高松市と合併した旧国分寺町は、流域関連公共下水道として、

庵治浄化センター 

香東川浄化センター 
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平成 4 年度に都市計画決定、5 年度に都市計画法及び下水道法の事業認可を受け整備着手

しており、13 年 11 月に一部供用開始しています。 

 

（３）高松市の下水道施設 

本市では、処理区を東部、牟礼、庵治、西部の 4 つに分け、効率的な下水処理を行って

います。それぞれの処理区には、昭和５０年度に東部下水処理場（東部）、４６年度に牟礼

浄化苑（牟礼）、平成３年度に庵治浄化センター（庵冶）、５年度に香東川浄化センター（西

部）を整備しており、その処理区の汚水量に対応した処理能力を確保しています。また、流

入する汚水の水質や処理方法、最終の放流先などを考慮し、地域の環境や特性に応じた処理

施設づくりを行っています。 

なお、塩江町の内場地区では、農業集落排水事業が実施されています。 

 

①東部下水処理場  

所在地：高松市屋島西町２３６６－６  

認可年月日：昭和５０年１２月１５日 

現有処理能力： ８３，３３０ｍ3／日 

 

 

②牟礼浄化苑 

所在地：高松市牟礼町牟礼２６３３－３ 

認可年月日：昭和４６年１１月２５日 

現有処理能力： １１，２００ｍ3／日 

 

 

③庵治浄化センター 

所在地：高松市庵治町６３９２－６ 

認可年月日：平成３年１月２１日 

現有処理能力： １，７５０ｍ3／日 

 

 

④香東川浄化センター 

所在地：高松市香西本町７６２ 

認可年月日：平成５年７月２１日 

現有処理能力： ４７，６００ｍ3／日 
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⑤内場地区農業集落排水処理施設 

所在地：高松市塩江町上西焼堂１９７１－２３６ 

認可年月日：平成４年１月７日 

現有処理能力： ９１.８ｍ3／日 

 

 

 

 それぞれの地域に合わせて処理施設を配置し、効率的な下水処理を行っています。 

  

【下水処理エリアマップ】 
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（４）計画区域・処理区域図 

平成２８年４月に変更協議が整った「高松市下水道事業計画」の事業計画区域において、

計画的に下水道管の整備を行っています。 

また、現行の「高松市上下水道事業基本計画（上下水道ビジョン）」において、平成 28

年度以降の公共下水道整備については、費用対効果を考慮し、「高松市都市計画マスタープ

ラン」や「高松市多核連携型コンパクト・エコシティ」の考え方等との整合を図る観点から、

基本的には新たな事業計画区域の拡大は行わないこととしており、さらに 30 年 3 月に策

定された「高松市立地適正化計画」においては、居住誘導区域への誘導施策を実施している

ことなどを踏まえながら、関連計画との整合を図るものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【高松市下水道処理区域概要図】 
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（５）本市の下水道事業の現状 

これまでの本市の下水道事業についての取組などの経緯を踏まえ、本市の下水道事業

の現状を４つの視点にまとめ、それらに対応する主な課題を抽出しています。 
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2-2．下水道事業の課題 

（１）国の現状と課題、動向等 

わが国の社会構造は、大きく変貌しつつあり、さらには環境問題への関心、少子高齢化問

題への対応等、下水道事業においても従来とは異なる新たな視点に立った事業の継続が求

められています。 

時代の変遷に伴い、下水道の果たすべき役割は多様化しているものの、下水道は国民に 

とって必要なライフラインであり、下水道事業を安定的に継続する必要があります。 

さらに、近年は下水道の整備を進めるだけでなく、施設の更新に着目する必要が生じてお

り、長期にわたり整備してきた下水道施設は、老朽化が進んでいるため、都市構造の高度化

に対応するため、機能を維持・増強することが必要となっています。 

「ものづくり」の時代から「ものづくり＋更新」の時代へと変遷している中で、相互のバ

ランスを図った事業継続が求められています。 

これらを受け、国（国土交通省）では、平成１７年に『下水道ビジョン２１００』が取り

まとめられました。下水道が有する多様な機能を通した持続可能な循環型社会の構築、「循

環のみち」を基本コンセプトとして、「排除・処理」から「活用・再生」への変換を図るた

め、「水のみち」「資源のみち」「施設再生」の実現を目指すことが示されています。 

その後、東日本大震災の発生、財政制約、施設の老朽化や運営体制の脆弱化など、社会経

済情勢が変化しており、これらを鑑み、２６年７月には『新下水道ビジョン～「循環のみち」

の持続と進化～』が策定され、下水道が果たすべき究極の使命は「持続的発展可能な社会の

構築に貢献」と示されています。 

また、平成 29 年には、新下水道ビジョン加速戦略が公表され、官民連携の推進、汚水処

理システムの最適化など、取り組むべき８つの重点項目が示されています。 

 

  

○豪雨による浸水被害の最小化

○地震発生時の機能保持

○高度処理による水質改善
○水系リスクの軽減（合流式下水道の改善）

○資源エネルギー循環の形成
○健全な水循環系の構築

○適正なストック管理

○経営基盤の強化

○未普及地域の解消
○地域の活性化

こ れ か ら の 下 水 道 の 方 向 性

下水道の現状と課題 下水道を取り巻く状況変化 下水道の方向性

○集中豪雨による生命・財産

を脅かす災害の発生

○地震に対する施設の脆弱性

○富栄養化による被害の発生

○合流式下水道での雨天時の

水質汚濁

○ストックの蓄積と老朽化

○中小市町村の厳しい経営状況

整

備

済

区

域

○汚水処理施設の未普及

未
整
備
区
域

○地球温暖化により激化する集中豪雨

○大規模地震発生危険性の顕在化

○良好な水環境への回復

○地球温暖化で深刻化する水不足

○老朽化施設の急増

○本格的な人口減少社会の到来

○中小市町村の財政状況の悪化

○地域活性化への希求

安心で安全な暮らしの実現

良好な環境の創造

持続性の確保

快適で活力ある暮らしの実現

【これからの下水道の方向性】 

【出典：日本下水道協会】 
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（２）香川県の現状と課題、動向等 

少子高齢化の急速な進行と人口減少局面への転換、経済のグローバル化による産業への

影響など、香川県を取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、近年の地方分権の進展や、国との地方を通じた財政状況の悪化などから、これまで

以上に、自らの選択と責任に基づき地域の実情に的確に対応する行政運営が求められてい

ます。 

そのため、平成 27 年 12 月に「新・せとうち田園都市創造計画～成長、信頼・安心、笑

顔の香川を目指して～」を策定し、平成 28 年度から令和２年度までの 5 年間に、取り組

むべき下水道整備の計画目標として、平成２６年度現在、７３．４％である汚水処理人口普

及率を、令和２年度には８０％に引き上げる努力目標を掲げています。 

これを具体化するため、平成２８年３月には、「第 4 次香川県全県域生活排水処理構想」

を策定し、下水道をはじめとした生活排水処理施設の整備に当たり、計画的に進めるための

構想を明らかにしています。 

また、国からは、令和 4 年度までに広域化・共同化に関する計画を策定することが要請

されており、その中でも特に、下水道事業は、国費充当率が高いこと等から、広域化・共同

化検討への早期着手が喫緊の課題となっています。 

一方で、香川県の施設整備の現状は、全国的にもまだまだ低い状況にあることから、今後、

生活排水処理施設のより効率的・計画的な整備を進め、早期整備を目指すために、次のよう

な課題に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・人口減少など社会情勢の変化に応じた計画の見直しを行う必要がある。 

・生活排水処理施設の役割や目的について住民の理解を得る必要がある。 

・住民への情報提供が十分ではない。 

・事業の執行体制や各事業間の連絡調整を強化する必要がある。 

・施設の老朽化対策に取り組むなかで早期整備のための財源確保が難しい。 

・維持管理に必要な適正な料金が徴収されていない。 

・処理水や汚泥などの資源の有効利用を促進する必要がある。 

～第 4 次香川県全県域生活排水処理構想から抜粋～ 

【香川県の課題】 
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（３）高松市の課題  

 

① 下水道整備・維持の視点における課題 

・今後の公共下水道の整備は、計画期間における財政状況などを十分勘案し、「高松市都市

計画マスタープラン」や「高松市多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画」、「高松市

立地適正化計画」において、まちづくりの基本的な考え方としているコンパクトで持続可

能なまちづくりの実現を目指す観点から、基本的には新たな下水道事業計画区域の拡大

を行わず、現計画区域内の未整備地区において、計画的に公共下水道の整備を行うこと

とします。 

課 題

危機管理・防災への視点

環境への配慮の視点

下水道事業の継続への視点

下水道整備・維持管理の視点

・接続促進

・管路、処理場、ポンプ場施設の老朽化

・維持管理の効率化

・公共用水域の水質保全 など

・浸水対策

・災害対策

・危機管理体制の構築

・関連機関との連携 など

・環境負荷の低減

・再生可能エネルギーの活用

・資源の有効活用

・経営、組織基盤の強化

・使用料収入の減少

・情報公開

・広域化、共同化等の検討 など

・現在、1,435.37㎞の管きょ、4処理場、34

ポンプ場が稼働しています。

・下水道処理人口普及率は約６割、雨水対策整

備率は約5割弱です。

・新たな下水道事業計画区域の拡大は、行わず

同計画区域内の未整備地区において、計画的

かつ効率的な整備が必要です。

・下水道施設の老朽化も進んでおり、適切な維

持管理、改築・更新が必要です。

現 状

・近年の局地的豪雨などの自然災害により発生する

浸水被害の軽減、解消が求められています。

・近い将来発生が予測されている「南海トラフ地

震」等に対応するため下水道施設の耐震化を図

る必要があります。

・大規模災害発生時、下水道事業運営のための実

効性のある高松市下水道事業業務継続計画の運用

が必要です。

・高松市環境基本計画等により、環境に配慮した事

業の実施に取り組む必要があります。

・環境負荷を低減させるため、環境に配慮する取

組が求められています。

・身近な水環境の意識強化や水循環の健全化を図

るため、市民の皆さまへの周知など、環境に配慮

した取組が必要です

・人口減少に伴う使用料収入の減少などにより、

下水道事業の経営が一層厳しさを増すことが

見込まれ、安定的な下水道事業の運営に支障を

来たすおそれがあります。

・限りある財源、人材活用により、効率的、効果

的な事業運営を行う必要があります。

・市民の皆さまに対して、下水道の仕組みや役割、

事業の効果などについて、情報発信を行い、事

業運営の透明性を図る必要があります。
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・下水道供用区域内における未接続世帯を解消するため、下水道接続に支障となる諸問題の

解決に向けた指導・助言を行うなど、より効率的で効果的な普及促進策を講じる必要があ

ります。 

・下水処理場や下水道管路等について、施設の健全度や重要度を考慮した効果的な点検・調

査を実施し、事故発生や機能停止を未然に防止するため、ライフサイクルコスト最小化の

観点や耐震化等の機能向上も考慮した「高松市下水道ストックマネジメント計画」に基づ

き、計画的・効率的な改修と施設管理に取り組む必要があります。 

・公共用水域の水質保全のため、適切な排水の監視・指導に取り組む必要があります。 

 また、事業場からの多様な排水水質に対応するため、検査担当者の技術力向上などを図り、

水質検査体制の充実を図る必要があります。 

 

② 危機管理・防災の視点における課題 

・水対策としては、実際に浸水した箇所や浸水が想定される箇所について、現況調査や対策

案の検討を行い、費用対効果等を踏まえ、優先度の高い事業から計画的な対策を講じる必

要があります。 

・下水道施設の耐震化には、長い年月と多大な経費を必要とするため、「高松市下水道スト

ックマネジメント計画」及び「高松市下水道総合地震対策計画」に基づき、効率的な耐震

化を進める必要があります。 

・有事においては、迅速で効率的な初動対応や復旧対応のため、関係団体と連携し、危機管

理体制の充実・強化を図る必要があります。 

・「高松市下水道業務継続計画（下水道ＢＣＰ）」に基づき、災害時を想定した独自の訓練等

を計画的に実施する必要があります。 

 

③ 環境への配慮の視点における課題 

・再生可能エネルギーである太陽光発電、下水処理場におけるバイオマス発電等について

は、その効果的活用を図るとともに、今後の導入に当たっては、固定価格買取制度などの

社会的情勢を見ながら、費用対効果を考慮し検討する必要があります。 

・再生水の更なる利用を促進するため、再生水の利用について市民や事業所に広く周知し、

利用を働きかける必要があります。 

・下水処理場から発生する汚泥等の資源化については、新たな有効活用の方法を研究する必

要があります。 

 

④ 下水道事業の継続の視点における課題 

・下水道使用料の減収が見込まれる中、老朽化した下水道施設の大量更新や浸水対策施設の

整備など、実施すべき事業が山積していることから、施設の更新に当たっては、水需要予

測等を踏まえた適正な事業規模に見直すとともに、将来的な健全財政の維持のため、更な
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る事業経営の健全化を図る必要があります。 

・事務事業全般にわたる見直しを行い、徹底的な経費の削減と業務のアウトソーシングや省

力化、職員数の適正化などに努めるとともに、施設の見直しや管理経費の節減による効率

経営に取り組む必要があります。 

・香川県において策定の検討が進められている、「広域化・共同化計画」について、香川県

が立ち上げを予定している法定協議会及び市町担当者レベルによる連携グループ毎の勉

強会又は、汚水処理事業の効率化に向けた意見交換会に参加する中で、情報共有を図る

とともに、汚泥処理事業の共同化、日常の維持管理や事務の共同化など、共通の課題を抱

える市町が一体となり、効率的な運営を目指します。 

今後、同計画の進捗状況や、近隣市町の動向を注視しつつ、本市にとって、将来にわた 

り安定的かつ効率的な運営に資するよう検討を行い、下水道事業の効率化に努めます。 

・下水道事業運営の透明性を図るため、経営状況の公表などが必要です。 

 また、下水道事業や下水道の役割について、市民の皆さまに広く知ってもらうため、ホー

ムページやＳＮＳなどによる広報が必要です。 
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第３章 基本方針及び目標  
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第３章 基本方針及び目標             

3-1．基本方針 

『快適で安心な生活環境を持続させるための 

              下水道事業の運営』 

 

下水道は、市民生活や社会経済活動を支える「ライフライン」としての使命を果たすため

の基本的な施設です。生活環境や居住環境の改善、公共用水域の水質保全や健全な水環境の

創出などの充実を図るために不可欠なものです。 

また、近年の集中豪雨の頻発による浸水被害の拡大、今後 30 年以内に起こりうる可能性

が高いとされる南海トラフ地震などの大規模災害に対する下水道施設の脆弱性や地球温暖

化の進行と資源･エネルギー問題の深刻化、少子高齢化の進行に伴う人口減少など、今後下

水道が取り組むべき新たな課題が多くあり、時代背景やニーズとともに下水道の役割は多

様化しています。 

本市では、下水道の普及が進み、下水道施設の整備から維持管理の時代へと移行すべき時

期となってきました。一方、少子高齢化に伴う人口減少に拍車がかかる中で、より快適で安

全な生活環境が求められ、下水道事業には居住環境の改善、浸水防除、公共用水域の水質保

全、省エネ・資源有効利用など、多くの役割が期待されています。 

限られた財源の中で、市民の皆さまの理解を得ながら事業を進めること、また、快適で安

心に暮らせる生活環境の確保に努めるためには、事業の目標や効果を具体的に示した計画

が必要となります。 

以上のことから、本市の下水道事業を取り巻く環境の変化に対応し、持続可能な下水道事

業の運営を推進するため、本計画では、上記の基本方針を定めました。 
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3-2．目標 

この目指すべき姿である基本方針の実現のため、本市下水道事業の取組の方向として次

の４つのカテゴリを掲げ、それらに対応した基本目標を以下に設定します。 

 

■カテゴリ 

 

 

■基本方針 

  

 

 

 

■目標

 

①暮らし・活力  ②安心・安全   ③環境    ④事業の継続性 

 

『快適で安心な生活環境を持続させるための  

下水道事業の運営』 
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（１）快適な暮らしの実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下水道は、排水を収集し、下水処理場での処理を経て、海や川に放流するだけでなく、健

全な水循環システムを構築し、快適な水環境を創出する役割が求められています。市民生活

に必要不可欠な下水道は、都市計画との整合を図りながら、適切な整備・維持管理による快

適な暮らしの実現と財政状況を考慮した上で、ライフラインとして機能するよう努めます。    

また、良好な水環境の創出により、潤いのあるまちづくりに努めます。 

 

 

 

  

暮
ら
し
・
活
力 

基本目標① 快適な暮らしの実現 

 市民生活に必要不可欠な下水道は、都市計画との整合を図りながら、

適切な整備･維持管理を行い、財政状況を考慮した上で、ライフラインと

して機能するよう努めます。 

対応すべき課題 目標 

① 下水道整備・維持管理 

・公共下水道（汚水）の整備 

・接続促進 

 ・管路、処理場、ポンプ場施設の 

  老朽化 

 ・維持管理の効率化 

 ・公共用水域等の水質保全など 

  快適な暮らしの実現 

暮
ら
し
・
活
力 
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（２）防災・減災に向けた安心・安全なまちづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道は、市民の生活や財産を守る重要なライフラインです。危機管理・防災に対するニ

ーズの高まりに対応し、近年の局地的豪雨や台風などの自然災害により発生する浸水被害

の軽減のための対策や、近い将来、発生が予測されている「南海トラフ地震」等に対応する

ため、下水道施設の耐震化に努めます。 

 また、大規模災害の発生時においても、下水道事業を運営するため、実効性のある「高松

市下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣＰ）」の運用が必要です。 

浸水、地震などの災害に強いまちづくりを目指して、市民の皆さまが安心で安全な生活が

できるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 浸水、地震などの災害に強いまちづくりを目指して、市民の皆さまが

安心で安全な生活ができるよう努めます。 

安
心
・
安
全 

基本目標② 防災・減災に向けた安心・安全なまちづくり 

②危機管理・防災

・浸水対策

・災害対策

・危機管理体制の構築

・関連機関との連携など

安
心
・
安
全

防災・減災に向けた

安心・安全な

まちづくり

対応すべき課題 目 標対応すべき課題 目標 
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（３）自然環境と生活環境の共生 

 

地球規模での環境問題に対し、環境負荷を低減させるため、省エネルギー設備への更新や

再生可能エネルギーの活用を図るとともに、身近な水環境の意識強化や水循環の健全化を

図るため、市民の皆さまへの周知など、環境に配慮する取組を推進し自然環境と生活環境の

共生を目指します。 

また、下水道処理人口普及率は、63.4％となり、公共用水域の水質改善が図られていま

す。しかし、全国の普及率は約８０％に達する状況であることから、さらなる取組が必要と

いえます。汚水処理施設の普及拡大等により、海・川のさらなる水質改善、瀬戸内の自然環

境との共生を目指します。 

  

 

 

 

 

 

 

  

・環境負荷の低減 

・再生可能エネルギーの活用 

・資源の有効活用 

自然環境と生活環境 

の共生 

環
境 

対応すべき課題 

③環境への配慮 

目標 
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（４）次世代につなぐ事業運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少などを要因とした使用料収入の減少により、今後、下水道事業の経営が一層厳し

さを増すことが見込まれ、安定的な下水道事業の運営に支障を来たすおそれがあることか

ら、限りある財政、人材を効率的に活用するため、事業を集中・選択しての実施などが必要

です。 

 今後は、包括的民間委託による官民連携などに取り組むことで、安定した組織基盤を確保

します。 

また、次世代を担う子どもたちが、幼少期より、下水道の役割や身近な水環境について学 

び、体験する機会を作り、環境教育の一助とするため、本市の小・中学生を対象とした水環

境出前講座「環境学習」の実施や、機会をとらえたイベント活動や経営状況の公開などによ

る積極的な広報活動を行い、香川県において策定の検討が進められている、「広域化・共同

化計画」の進捗状況や、近隣市町の動向を注視しつつ、安定的かつ効率的な運営に資するよ

う検討を行うなど、持続可能な事業運営に努め、自然・ひと・まちが共生・調和することを

目指し、次世代につなぐ事業運営の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新たな財源確保や平準化により、安定した財政基盤を確立します。 

 また、包括的民間委託による官民連携などに取り組むことで、安定し

た組織基盤を確保するとともに、下水道事業の積極的な広報活動を行い、

持続可能な事業運営に努めます。 

事
業
の
継
続
性 

基本目標④ 次世代につなぐ事業運営 

④下水道事業の継続

・経営・組織基盤の強化

・使用料収入の減少

・情報公開

・広域化・共同化等の検討

など

事
業
の
継
続
性

次世代につなぐ

事業運営

対応すべき課題 目 標対応すべき課題 目標 
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第４章 基本施策及び具体的取組  
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第４章 基本施策及び具体的取組          

4-1．基本施策 

 本計画では、「４つの目標」を実現するため、「15 の基本施策」、「34 の具体的取組」を

設定し、取組を進めていきます。 
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本市は、「高松市都市計画マスタープラン」や「高松市多核連携型コンパクト・エコシティ

推進計画」に基づき、３０年、５０年後においても、活力を失わず、市民がいきいきと安心

して暮らせるよう、コンパクトで持続可能なまちづくりに取り組んでいます。 

こうした取組を後押しするため、平成３０年３月には、「高松市立地適正化計画」を策定

し、今後、居住誘導区域への誘導施策を実施することとしています。 

このようなまちづくりの基本的な考え方を踏まえ、今後の下水道の整備については、新た

な下水道事業計画区域の拡大は行わず、現計画区域内の未整備地区において、関係者の協力

の下に下水道の整備を行うことを原則とし、既存の下水道施設について、接続促進や流入水

質の適切な監視・指導を行うなど、その活用・充実に努めます。 

また、下水処理場や下水道管路等については、事故発生や機能停止を未然に防止するため、

ライフサイクルコスト最小化の観点や耐震化等の機能向上も考慮した「高松市下水道ストッ

クマネジメント計画」等に基づき、施設の健全度や重要度を考慮した上で、効果的な点検・

調査を実施するとともに、計画的・効率的な改修に取り組むなど、適切な維持管理を行う必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【基本施策】 

   (1)生活排水対策の推進 

   (2)下水道への接続促進等 

   (3)下水流入水質の適切な監視・指導 

   (4)下水道管路の適切な維持管理 

   (5)下水処理施設等の適切な維持管理 

【目標Ⅰ】 

 快適な暮らしの実現 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近年、計画規模を上回る集中豪雨により、全国的にも甚大な浸水被害が発生するなど、従

来の計画によって整備されたハード対策のみでは被害を防止できないケースも発生してい

ます。 

しかし、こうした大雨への対応を実施し完了するには、長期間かつ、膨大な費用が必要と

なり、緊急的な対応は現実的に困難です。  

このため、本市においては、下水道事業計画区域内におけるバイパス幹線やポンプ場の整

備など、現行の下水道計画に基づく浸水対策を引き続き推進します。 

 また、東日本大震災の教訓を踏まえ、近い将来に起こり得る南海トラフ地震等の災害発生

時においても、市民への影響を未然に防止・軽減し、下水処理など下水道に求められる最低

限の機能を確保するため、下水道施設の耐震化を計画的に実施します。 

 こうした自然災害に対応するため、本市では、本庁舎西側に、災害対策本部としても中枢

機能を有する危機管理センターを整備し、下水道部をはじめ、危機管理課、消防局、香川県

広域水道企業団など関連機能を平成３０年５月に集約しました。 

 下水道部においては、この集約効果をきめ細やかな連携によって最大限引き出すととも

に、災害予防や災害応急対策の細部計画として、「高松市下水道事業業務継続計画（下水道

ＢＣＰ）」を策定・運用するなど、危機管理体制を確立します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【基本施策】 

   (1)浸水対策の推進 

   (2)下水道施設の耐震化 

   (3)危機管理体制の確立 

【目標Ⅱ】 

 防災・減災に向けた安心・安全なまちづくり 
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 地球温暖化対策や廃棄物減量化など環境問題への市民の皆さまの関心が高い中で、この

ことへの対応が重要であるとの認識の下に、下水道部門においても社会的責任を積極的に

果たせるよう、引き続き、環境負荷の低減に努めます。 

 また、環境負荷の低減に加え、安定した下水道事業運営の一助となり得る、既に東部下水

処理場で運用している「バイオマス発電」など再生可能エネルギーの活用が図られるよう、

引き続き、調査・研究します。 

 「高松市持続可能な水環境の形成に関する条例」や「高松市水環境基本計画」に基づき、

節水行動の定着のほか、下水処理水再生水をはじめとする水の有効活用など、「水を大切に

するまちづくり」を推進します。 

 下水処理場等の施設の整備、更新に合わせ、エネルギー消費の少ない施設となるよう、省

エネルギー機器の導入を引き続き行うとともに、既にセメント材料や肥料としての再利用

を行っている下水汚泥の有効的な再生利用についても、さらに調査・研究する必要がありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【基本施策】 

   (1)再生可能エネルギーの活用 

   (2)下水道資源の有効活用 

   (3)環境に配慮した事業の推進 

【目標Ⅲ】 

 自然環境と生活環境の共生 
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人口減少などにより、下水道使用料の減収が予測されていることから、下水道使用料収入

をできるだけ正確に予測するとともに、「高松市ストックマネジメント計画」に基づく計画

的な改築・更新などを通じた支出抑制などにより、下水道事業の健全化を図ります。 

 引き続き、東部下水処理場における、し尿等の共同処理事業（ＭＩＣＳ）の実施や香川県

において策定の検討が進められている、「広域化・共同化計画」について、香川県が立ち上

げを予定している協議会に参加する中で、同計画の進捗状況や、近隣市町の動向を注視しつ

つ、本市にとって、将来にわたり安定的かつ効率的な運営に資するよう検討を行い、下水道

事業の効率化に努めます。 

 また、ホームページなどによる経営状況の公表により、事業運営の透明性の確保を図ると

ともに、広報たかまつ、ＳＮＳ等を利用するとともに、機会をとらえたイベント活動を通じ、

下水道の仕組み、役割についての情報発信を行うことで、下水道事業運営の見える化を図り

ます。 

 職員が自己啓発に積極的に取り組むことができるよう、環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

  

  

 

 

【基本施策】 

   (1)下水道事業の健全化 

   (2)下水道事業の効率化 

   (3)下水道事業運営の見える化 

   (4)職員の人材育成 

    

【目標Ⅳ】 

 次世代につなぐ事業運営 
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4-2．具体的取組、指標等 

 

 

 

 上昇が望ましい指標 維持するべき指標 低下が望ましい指標 



32 

 

【 取組内容（Ⅰ－(1)－ ①） 】 

 ① 本市内を流れる河川で、生活排水による水質汚濁が進行し、水質環境基準が達成され

ていない流域が多く存在したことから、平成４年７月に旧高松市のほか６町が、水質汚

濁防止法の規定に基づく「高松地区生活排水対策重点地域」の指定を受けたことを踏ま

え、「高松市生活排水対策推進計画」を５年３月に策定（28 年３月には第４次計画を

策定）し、河川等の水質改善が図られるよう、計画的・総合的に生活排水対策を推進し

ています。 

   このハード整備について、公共下水道事業計画区域外においては、単独処理浄化槽等

から合併処理浄化槽への転換促進に取り組むとともに、農業集落排水施設やコミュニ

ティプラントを管理運営しています。 

   公共下水道事業計画区域内においては、これまで、費用対効果を十分に勘案しながら

公共下水道の整備を進めてきたところであり、今後、事業計画区域内の未整備地区につ

いて、引き続き、私道に係る公共下水道管の布設同意を関係者に呼びかけるなどして、

効率的な汚水処理の推進を図ります。 
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【下水道事業計画概要図】 

【下水道整備面積の推移グラフ】 
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【 取組内容（Ⅰ－(２)－ ②） 】 

 ② 下水道への接続は、下水道法に「供用開始後、遅滞なく接続しなければならない。」

と、これを義務付けており、生活環境の改善や、公共用水域の水質保全はもとより、下

水道事業の健全な運営を維持する上からも非常に重要です。 

   このことから、下水道への接続率を向上させるため、未接続の世帯等に対する戸別訪

問等を継続し、下水道接続に支障となる問題解決に向けた助言・指導を行うとともに、

企業・店舗の訪問、借家所有者への接続依頼郵送等を行うことにより、未接続世帯等の

解消に取り組みます。 

 

 

【 取組内容（Ⅰ－(３)－ ③～④） 】 

③ 下水道法や高松市下水道条例に基づき、事業場

等からの排水規制について、立入調査・検査・行

政指導を適性に行います。 

 ④ 多様な排水水質の検査に適切に対応するため、

検査担当者の技術力向上を図り、水質検査体制の

充実に努めます。 

 

 

 

 

 

 

下水処理水の水質検査 
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【 取組内容（Ⅰ－(４)－ ⑤～⑦） 】 

 ⑤ 供用中の下水道管の詰まりによる不具合等を未然に防止するため、管勾配が緩い箇

所や、サイフォン構造などで物理的に堆積の恐れのある箇所について、定期的な点検や

清掃を実施します。 

   また、下水道管路の適正な管理を行うため、その埋設位置を正確に把握する必要があ

ることから、電子化した公共下水道台帳を運用し、検索時間の短縮を図るなど、事務の

効率化を図るとともに、最新の情報を提供できるよう取り組みます。 

 ⑥ 本市が管理する下水道管きょは、平成 30 年度末で約 1,435km あり、このうち特

に、供用開始から長期間を経過している中心市街地の既設管きょ（合流管）約 276km

について、これまで、長寿命化対策に取り組んできました。 

   また、本市では、29 年 10 月に、計画期間を 30 年度から令和４年度までとし、全

体的な視点に立って、施設ごとの点検や調査の頻度と改築等の判断基準などを定めた

「高松市下水道ストックマネジメント計画」を策定し、改築等に取り組んでいます。 

   今後においても、この計画に基づき、引き続き、優先順位の高いものから既存管きょ

の詳細調査を進め、耐震化やライフサイクルコストの最小化の観点等も考慮の上で、計

画的な管きょの改築、更新に取り組み、下水道施設の延命化を図ります。 

 ⑦ 下水道使用者に対し、宅内最終ますの維持管理や食用油の適正な処理方法について

のお知らせを広報たかまつ、ホームページ等で行います。 

   なお、宅内最終ますの適正な維持管理方法としては、樹木の根が侵入しないよう付近

に樹木を植えないことや、特に食品関係を扱う事業者において阻集器の設置・点検・こ

まめな清掃を行うことがあげられます。 
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【 取組内容（Ⅰ－(５)－ ⑧～⑨） 】 

⑧ 下水処理施設等の正常な機能を継続させていくため、定期的な点検・調査、改築・更

新を行い、適切な維持管理に努めます。 

 ⑨ 処理水等の水質を適切に把握し、施設の維持管理に反映させることが重要であるた

め、水質検査の技術力向上や体制の充実を図るとともに、包括的民間委託の受託者とも

連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

下水処理施設の維持管理状況 

 

老朽化した下水処理施設 
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【 取組内容（Ⅱ－(1)－ ①～④） 】 

①  中心市街地においては、平成 16 年の台風 23 号などにより甚大な浸水被害を受け 

る中で、18 年に「中心市街地浸水対策計画」を策定し、浸水被害の軽減・解消を図る 

ため、雨水を速やかに排除する雨水幹線や雨水ポンプ場の整備に取り組んできました。 

   これまでに、中心市街地東部地区の浸水対策として、中部バイパス第１～第３幹線や

福岡ポンプ場のポンプ能力増強を進めてまいりました。28 年度からは西部地区におい

て、西部バイパス幹線の整備を行っています。 

   今後、西部地区において、西部バイパス幹線の整備を継続するとともに、引き続き、

日新ポンプ場（放流きょとも）を始め、既設合流管きょからの分水人孔及び準幹線の整

備を計画的に行います。 

 ② 下水道事業計画区域内の浸水実績のある箇所や浸水が想定される箇所について、対

象地区の現況調査や対策案の検討を行い、費用対効果等を踏まえ、優先度の高いものか

ら計画的な対策を講じます。 

   特に、都市計画道路・朝日町仏生山線（多肥工区）に整備する宮川幹線は、県道・太

田上町志度線バイパスに先行埋設している仏生山第五雨水幹線の受け皿となること、

また、都市計画道路・木太鬼無線（三条工区）に整備する御坊川第一幹線も、太田第二

土地区画整理事業区域の一部雨水を排除する機能を有することから、道路用地の取得

状況に合わせて、整備を進めます。 

③ 耐震対策とも連動して、老朽化したマンホール鉄蓋の更新に際しては、内圧を受ける

可能性のある合流や雨水マンホールについて、浮上機能防止付きのものを採用し、安全

対策を講じてまいります。 

 ④ 水の循環利用の推進を図るため、個人や事業所等に対して、雨水貯留施設設置に助成

を行うことで、水の循環利用の促進や節水の推進を図るとともに、雨水浸透施設設置

（ます・ﾄﾚﾝﾁ）に関する助成を行うことで、地下水の涵養や浸水被害の軽減を図ります。 

   また、市民の皆さまに対し、これらの制度を十分に周知するため、広報たかまつ・ホ

ームページ・SNS・下水道関連イベント等を活用し、積極的なＰＲ活動を行います。 
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西部バイパス幹線工事現場 

 

シールドマシン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中心市街地浸水対策計画図】 
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【 取組内容（Ⅱ－(２)－ ⑤～⑧） 】 

⑤  国の「下水道総合地震対策事業」を活用し、本市下水道施設の耐震化を図るため、管

きょに関する「高松市下水道総合地震対策計画」を 28 年２月に策定し、処理場・ポン

プ場に関しても 30 年３月に策定しており、この計画に基づき、防災・減災対策を講じ

ます。 

⑥ 本市では、平成 10 年度以降の下水道管の新設時には、7 年の阪神淡路大震災を受け

改訂された、日本下水道協会発行の「下水道施設の耐震対策指針と解説」に基づき、耐

震基準を満たす整備を進めており、30 年度末までに 549km（全体延長約 1,435km

の 38%）がこの基準で整備されています。 

   一方で、緊急輸送路や避難路等の下に埋設されている既設管渠の耐震化を図るため、

28 年 2 月に、管きょに関する「下水道総合地震対策計画」を策定しており、今後もこ

の計画に基づき、管きょとマンホールの接続部の耐震対策をはじめ、マンホールの浮上

対策など、早期対応が必要と診断された管路施設について、詳細設計や耐震化工事等を

進めます。 

 ⑦ 将来、発生が予測されている「南海トラフ地震」等の大規模な地震時においても、下

水道に求められる最低限の機能を維持するため、耐震診断を実施した上で、施設の重要

度や緊急性から適切に優先順位を決定し、耐震化を進めます。 

 ⑧ 耐震補強設計について補強工事の費用対効果（施設更新）を検討し、施設の耐震化が

困難と判断した場合は、減災対策・耐震化代替策の整備（移動ポンプ車・電源車の配備、

仮設ポンプ配置計画の策定など）をもって下水処理施設の機能を維持します。 
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東日本大震災被災状況写真 

（他市におけるマンホール浮上など） 

埋戻し部の液状化による管路施設の被害状況（人孔突出、栃木県真岡市） 

（出典：国土交通省、東日本大震災における下水道施設被害の総括－委員会資料(案)－p30） 
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【取組内容（Ⅱ－(3)－ ⑨～⑩） 】 

 ⑨ 下水道関係団体、民間企業等と締結する災害時支援協定を運用し、各関係機関との連

携強化を図るとともに、協力体制を整備します。 

また、平成３０年５月から「危機管理センター」に、下水道部をはじめ、危機管理課、

消防局、香川県広域水道企業団などの危機管理、ライフラインに関連する部署を集約し

たことから、これら関連部署とも連携を強化し、災害に備えます。 

 ⑩ 下水道施設は市民生活にとって重要なライフラインの一つであり、地震・津波など災

害時にもその機能を維持し、早期回復することが重要です。 

   このため、本市では、平成 30 年４月に、「高松市地域防災計画」に定められる災害

予防や災害応急対策の細部計画として、「高松市下水道事業業務継続計画（下水道ＢＣ

Ｐ）」を策定しました。 

   この計画に定める非常時対応が円滑に実施できるよう、本市の防災拠点である危機

管理センターを活用して、下水道部内管理職を対象とした参集訓練や、部内全職員を対

象とした図上訓練等を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
高松市危機管理センター、水防本部 
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【取組内容（Ⅲ－(１)－ ①） 】 

① 太陽光発電及びバイオマス発電を継続して活用するとともに、その他の再生可能エ

ネルギーについて、国の動向や新技術の開発を調査・研究し、技術的設置要件及び費用

対効果から、導入の可能性を検討します。 

 

 

太陽光発電（東部下水処理場） 

 

 

 

バイオマス発電（東部下水処理場） 
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【取組内容（Ⅲ－(２)－ ②～③） 】 

② 本市では、下水処理水の有効利用を図るため、平成 6 年度から、旧福岡下水処理場に

再生施設を整備し、周辺の公共施設などに再生水供給を開始するなど、30 年度末現在で、

サンポート高松 33.5ha 及び中心市街地北側エリア 149.4ha、旧牟礼町の牟礼浄化苑

周辺施設等、64 施設に再生水を供給し、渇水時においても安定した雑用水源となってい

ます。 

  今後においても、広報たかまつやパンフレット、ホームページ等により、水の有効利用

の取組に関する理解を深めるとともに、再生水供給区域内で行われる建築等の行為に対

し、「高松市節水・循環型水利用の推進に関する要綱」に基づき、下水処理再生水の利用

促進について積極的に周知、啓発を行い、新規利用者の確保に努めるなど、節水型都市づ

くりを進めます。 

 ③ 下水汚泥の処理過程で発生するバイオマスを活用した発電や下水汚泥でできた培養

土等について、引き続き、その活用を推進していきます。また、国の動向や新技術の開

発を調査・研究し、費用対効果も検討を行い、効率的かつ有効な再生利用に努めていき

ます。 
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【取組内容（Ⅲ－(３)－ ④） 】 

④ 散気板、送風機等の機器を計画的に省エネルギータイプに取り替えるほか、新技術の調

査や新しい省エネルギー型機器、設備の導入を検討します。また、施設更新時には、エネ

ルギー消費の少ない施設整備を行います。 

 

 

 

機械濃縮設備 
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【取組内容（Ⅳ－(１)－ ①～⑤） 】 

① 毎年の財政収支計画の策定に当たっては、収入、支出の見込額を精査し、下水道使用

料などの収入をできる限り正確に予測するとともに、事業の優先順位の設定、内部資金

の活用等により、将来的に負担となる企業債借入れに留意しつつ事業費の平準化を図

ります。 

② 事業の緊急性や優先度、投資効果等を十分に考慮し、事業費の平準化を図るなど、徹

底したコストの削減を図ります。 

   引き続き、業務執行の円滑化・迅速化、費用対効果の観点からも検討します。 

③ 施設の更新・維持管理や人口減少等による影響を考慮し、将来を見据え、持続可能で

健全な下水道事業の運営を行うことができるよう、できるだけ早期に使用料等の適正

化を検討します。 

④ 受益者負担金・分担金の滞納者に対する督促・催告・滞納処分の実施により、収納率

の向上を図るとともに、未接続世帯への戸別訪問の実施により、下水道への接続促進に

取り組みます。 

⑤ 活用方法が決定せず、普通財産として管理している未利用地については、有効活用方

法を検討し、活用予定がない場合は、売却処分等を検討します。 
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【取組内容（Ⅳ－(２)－ ⑥～⑦） 】 

⑥ 平成 29 年 4 月から東部下水処理場において、し尿等の汚水処理施設共同事業（Ｍ

ＩＣＳ）を開始しました。引き続き、共同処理を継続し、効率化に努めます。 

⑦ 香川県において策定の検討が進められている「広域化・共同化計画」について、香川

県が立ち上げを予定している法定協議会又は、汚水処理事業の効率化に向けた意見交

換会に参加する中で、情報共有を図るとともに、汚泥処理事業の共同化、日常の維持管

理や事務の共同化など、共通の課題を抱える市町が一体となり、効率的な運営を目指し

ます。 

今後、同計画の進捗状況や、近隣市町の動向を注視しつつ、本市にとって、将来にわ

たり安定的かつ効率的な運営に資するよう検討を行い、下水道事業の効率化に努めま

す。 

 

 

 

 

【取組内容（Ⅳ－(３)－ ⑧～⑩） 】 

⑧ 下水道事業の運営について、より多くの市民に信頼され、身近に感じてもらえるよう

に、地方公営企業法第４０条の２の規定に基づき、半期ごとに公表する「業務の状況」

には、接続戸数や有収水量などの業務量、予算の執行状況及び企業債残高などを、また、
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本市独自の取組みとして毎月、公表している「経営状況」には、月ごとの業務量や予算

の執行状況を、それぞれホームページなどに掲載していくことで、下水道事業運営の透

明性の確保と信頼性の更なる向上を図ります。 

⑨ 市民の皆さまに、下水道事業の役割や仕組みについて知ってもらうため、下水道の日

（9 月 10 日）等の機会を捉えて、「げすいどうフェスタ」、「親子下水道教室」、「下水

処理施設見学」、「たいせつな下水道展」のイベントを通じ、下水道事業の周知・啓発活

動を積極的に実施します。 

   また、次世代を担う子どもたちが、幼少期より、下水道の役割や身近な水環境につい

て学び、体験する機会を作り、環境教育の一助とするため、本市の小・中学生を対象に

関係機関との共催によるオリジナルテキストを使った座学に加え、体験学習として、パ

ックテスト（COD）による水質測定などの実験・観察を行う水環境出前講座「環境学

習」を引き続き実施します。 

⑩ 下水道事業の役割や仕組みについて、より多くの市民の皆さまに周知・啓発するため、

情報発信の手法として、広報たかまつ、ホームページ、ケーブルテレビ、下水道の日関

連イベント、SNS 等を活用し、積極的な情報発信に取り組みます。 

また、下水道への接続促進や雨水貯留施設等の設置に関する助成制度の積極的な

PR・啓発を図るため、啓発グッズを作成し、関連イベント等で配布するなど、周知・

啓発に取り組みます。 

 

西部バイパス幹線工事現場見学（親子下水道教室） 

 

下水処理施設（牟礼浄化苑）の見学・実験（親子下水道教室） 
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【取組内容（Ⅳ－(４)－ ⑪） 】 

⑪ これからの下水道事業の運営に必要な技術・能力を備えた人的資源の確保に取り組む

とともに、これまでの人材育成の実績や課題を振り返り、熟練職員から新人職員への技術

力の継承が行えるよう、職員が積極的に自己啓発に取り組むみます。 

また、こうした取組が効果的に支援されるような職場の風土づくりを進めるため、人を

育てる職場環境づくりの推進に取り組みます。 

 

 

  

【指標一覧】 

(注 1) ★印は、新規項目です。 (注 2) ※印は、複数の基本施策・具体的取組に関係しているため、重点的な項目で表記しています。 

(注３) 指標のうち単位が（円／㎥、千円）のものは（税抜）です。 
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第５章 下水道事業の持続可能な運営 

（経営戦略） 
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第５章 下水道事業の持続可能な運営（経営戦略） 

 本市の下水道事業の財政状況を正確に把握するため、収入、支出の見込額を精査し、正確

な予測となる財政収支見通しを作成することによって、財政の健全性を維持し、将来にわた

り持続可能な下水道事業運営を行っていきます。 

 

５-１．財政収支見通し 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〇一つの事業年度に行われる事業活動に伴う収益と費用 

・使った水をきれいにして川や海に返すために必要な支出と、下水道使用料などの収入 

 

〇下水道管や、処理場等を整備・更新するために必要な支出と、その財源となる収入 

・水をきれいにするために必要な施設などを建設する費用と、建設に係るお金となる 

補助金や借金などの財源 

（１）収益的収支とは 

（２）資本的収支とは 

（単位:百万円） 【現状のまま事業運営をした場合】令和２年度～１１年度 
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○収入について 

下水道使用料については、人口減少（※１）や節水意識の高まり、節水機器の普及な

どによる水需要の減少に伴い、減収となることが予測されますので、毎年度の収入額を

４０億円程度から３９億円台で見込んでいます。 

下水道使用料のほか、付帯事業による収入として、し尿等の共同処理事業（MICS）

は、毎年度１億円程度の収入を見込み、バイオマス発電は、毎年度０．８億円程度の収

入を見込んでいます。 

また、一般会計繰入金については、毎年度、４１億円程度を見込んでいます。 

 

① 下水道使用料収入は、少子高齢化に伴う人口減少などにより、減収が見込まれます。 

② 支出のうち維持管理費については、包括的民間委託による官民連携や職員の適 

正な人員配置などにより、ほぼ同程度で推移します。 

③ 収益的収支において、収支が均衡となるよう、一般会計繰入金で調整しています。 

 

 

① 施設整備に要する費用は、浸水対策として日新ポンプ場などの整備を行うことによ 

り、令和７年度がピークとなる見込みです。 

 ② 企業債は、施設整備事業費の減少により、借入額が減少しています。 

 ③ 「高松市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、計画的な改築・更新など

により支出を抑制しています。 

 

（１）収益的収支 

（２）資本的収支 

 

  

① 内部留保資金（当年度資金残高）が毎年度、１億から３億円程度減少する見込みです。 

 ② 企業債残高は、平成２８年度をピークに減少しています。 

 ③ 令和９年度には、香川県広域水道企業団からの借入額１０億円を返済することに

伴い、内部留保資金残高（当年度資金残高）がマイナスに転じる見込みです。 

 

（３）その他 

（１）収益的収支 

【財政収支見通しの主なポイント 

【財政収支見通しの説明 
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  ※１ 人口については、「たかまつ人口ビジョン」の人口推移を基に算定しています。 

全体人口は減少するものの、コンパクト・エコシティを進める施策などを考慮し、区域内の 

接続人口は微増するものとして推計 

 

〇支出について 

管きょや処理場、ポンプ場などの維持管理費、企業債（借金）の支払利息、減価償却

費などを計上しています。処理場などの維持管理費については、包括的民間委託による

官民連携の実施により、適正な人員配置を行うなど、経費縮減に努めるものの、期間中

ほぼ横ばいで推移するものと予測しています。 

また、施設整備事業の減少に伴い、減価償却費や支払利息については、減少する見込

みです。 

 

 

 

〇収入について 

資本費平準化債は、借入可能額の上限まで借り入れる予定としていますが、令和４年

度をピークに借入可能額が段階的に減少する見込みです。 

また、施設整備事業債の借入れについては、整備事業の状況に応じて借り入れる予定

としています。 

 

〇支出について 

新たな下水道事業計画区域の拡大は、行わないこととしていますが、引き続き、同計

画区域内の未整備地区において、計画的かつ効率的な整備を行うとともに、老朽化した

施設の更新など、「高松市下水道ストックマネジメント計画」に基づき、施設を効率的

に更新していきます。 

また、近年、局地的豪雨や台風などの自然災害により発生する浸水被害の軽減のため

の対策や近い将来、発生が予測されている「南海トラフ地震」等に対応するため、下水

道施設の耐震化を図る必要があることから、雨水管きょ整備事業や施設の耐震化など

を重点的に行っていきます。このようなことから、施設整備事業費は、今後も、毎年  

４０億円程度、必要となる見込みです。 

  次に、施設整備事業債の元金償還額は、市街化の進展に伴い、下水道整備を急務とし

た時代の借入れが償還期間を迎えているため、減少する傾向です。 

  しかし、資本費平準化債の元金償還金については、これまでの借入れや、今後、借入

可能額な上限まで借り入れる予定としていますので、増加する見込みです。 

 

 

（２）資本的収支 
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５-２．経営健全化のための方針 

資金残高については、減少傾向であり、資金収支が不足し、均衡が図られていないため、

現状の見通しによると、令和 8 年度以降に資金がショートするおそれがあります。 

そのため、経営努力により収支ギャップを解消するよう、改善に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

（１）事業の効率化 

  平成２９年度から、三木町及び綾川町において発生する「し尿」を共同処理する「汚水

処理施設共同事業（ＭＩＣＳ事業）」を開始しています。 

このＭＩＣＳ事業の継続実施により、引き続き事業の効率化を図るとともに、「広域化・

共同化」の観点などから、より一層の事業の効率化の可能性を検討します。 

 

（２）人員の適正化 

高松市全体の職員定数管理の方針に沿って、包括的民間委託等の範囲拡大や業務の見

直し（スクラップアンドビルド）、また、働き方改革（スマイルプラン）の実行などによ

り、効率的な人員配置、真に必要な人員数を精査することで、人員の適正化を図ります。 

 

事業の効率化 

 

・事業の効率化 

・ストックマネジメント

事業の効率化 
・官民連携 

（包括的民間委託） 

・人員の適正化 

・広域化・共同化 など

「 

■財政収支期間内における改善の取組 

－令和２年度から令和１１年度までの期間合計（10 年間）－ 
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 本市では、平成 29 年 10 月に、計画期間を 30 年度から令和４年度までとし、全体的な

視点に立って、施設ごとの点検や調査の頻度と改築等の判断基準などを定めた「高松市下水

道ストックマネジメント計画」を策定し、総合的なリスク評価をし、効率的な管路や施設の

更新を行うことにより、改築等に取り組むことなどにより、効果的な投資の実現を図ります。 

 

 

 

（１）包括的民間委託による官民連携 

現在、東部下水処理場及び香東川浄化センターで実施している包括的民間委託の範囲

拡大による事業の効率化や経費削減についての可能性を検討するとともに、民間の資金

やノウハウの活用を検討する中で、施設の見直しや省力化、適正な人員配置を検討します。 

（２）広域化・共同化など 

  現在、東部下水処理場で行っている、し尿等の共同処理事業（MICS）の実施や香川県

において策定の検討が進められている、「広域化・共同化計画」の進捗状況や、近隣市町

の動向を注視しつつ、安定的かつ効率的な運営に資するよう検討を行うなど、持続可能な

事業運営に努めます。 

 

 

 

（１）使用料改定の検討 

本計画では、将来にわたり、持続可能な事業運営を行うため、たかまつ人口ビジョンな

どの統計データを活用し、有収水量を予測した上で、できる限り正確な下水道使用料対象

経費を把握し、適正な水準で負担を求めるなど、使用料の適正化をできるだけ早期に検討

します。 

（２）普及促進による増収 

下水道事業を安定的に経営していくため、下水道の普及促進に向けた広報等の実施や 

下水道未接続の世帯等に対する戸別訪問等を継続して行うなど、下水道への接続率を向 

上に努め、使用料収入の増加につながる取組を行います。 

（３）広告料収入など 

ネーミングライツやマンホール蓋を活用した広告収入など、資産活用による収入増加

の取り組みについても検討します。 

 

以上の方針をもとに、純損益の黒字化及び適切な資金運用を図ります。 

財源確保の取組 

包括的民間委託による官民連携などの推進、広域化・共同化の検討 

効果的な投資の実現（ストックマネジメント） 
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第６章 基本計画の推進 
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第６章 基本計画の推進              

 

６-１．基本計画の推進体制 

本計画による事業を計画的かつ効果的に推進するために、４つの目標（①快適な暮らしの

実現、②防災・減災に向けた安心・安全なまちづくり、③自然環境と生活環境の共生、④次

世代につなぐ事業運営）において、市民からの意見を集約し、高松市下水道事業基本計画推

進委員会（仮称）や関係課と連携強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【推進体制の関係】 
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６-２．基本計画の進捗管理 

将来にわたり健全で持続可能な経営のために、PDCA サイクルの中で、組織・施設・財

源を有効に活用します。このため、事業の計画策定、実施・評価・見直し・改善を、継続

的に行っていきます。 

 さらに、指標をモニタリングしながら、事業の進捗管理を行い、適宜、事業を見直すと

ともに、社会情勢や下水道事業を取り巻く環境の変化に対応するため、中間見直しを行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

P
（PLAN）

計画

D
（DO）

実施

C
（CHECK

評価

A
（ACTION

改善

【計画のPCDAサイクル】 

見

直

し 
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資料編 
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資料編に掲載するもの 

 

・下水道事業の沿革 

・計画策定に当たっての経過 

・指標の詳細説明  

・用語集 
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